
平成２１年度予算編成方針 

 

能美市財務規則（平成 17 年２月１日規則第 32 号）第７条の規定により、

予算編成方針を次のとおり定める。 

 

平成２０年１１月６日 

総 務 部 長 

 

 

１ 基本方針 

   市長の任期が平成２１年２月２６日に満了し、満了日前３０日以内に

市長選挙が行われることから、平成２１年度一般会計当初予算について

は、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費、施設管理費等の経常経費

を中心とする骨格予算として編成する。なお、新規事業や政策判断を要

する政策経費については、６月補正予算において計上する。 

   公営企業・特別会計については、原則として通年予算とする。 

 

２ 予算編成方針 

・『能美市行政改革大綱』並びに『能美市集中改革プラン』に盛られた数

値目標等を着実に実行  事務経費対前年△10％ 

・ 予算要求は、経常経費、政策経費に区分 

・ 主要事業については、本年７月の市長事業ヒアリングの結果を踏まえて

予算要求 

・ 補正予算は、制度改正、災害関連経費などやむを得ないもの、又は、当

初予算編成の中で協議したもの以外は行わない 

・ 予算要求に合わせて別途様式により、本年 7 月にヒアリングを実施した

「中・長期事業計画書」改定版を提出 

・ 特別な理由により当初予算又は６月補正に計上することが困難なもの

については、その見込額等を別途様式「当初予算等に要求できない事業

調書」により提出 

 

３ その他 

・ 通常年とは異なるので、具体的な予算要求の方法等に関する予算編成要

領は別途通知 

当初予算と６月補正をほぼ同時期に編成 

一部に枠配分を検討 

 １ 


